
のみならず実用化のための治験支援を含めた開発、H5Nlインフルエンザウイルス等を想定  

したパンデミックの準備として検討を行ってきた様々な政策（検疫、サーベイランスなど）  

の有効性を評価する研究を実施することで、我が国の今後の新型インフルエンザに関する施  

策に大きく資するものと考えられる。また、定期の予防接種対象及び対象となっていない予  

防接種についての安全性・有効性に関する研究、アジア諸国を中心としたデング熱やウエス  

トナイル等感染症の状況の把握や迅速な対応の基盤となるサーベイランスの改良等が必要  

とされており、これらの研究を推進することで、感染症対策の充実が図られ、国民に貢献す  

ると期待される。  

【エイズ対策研究】   

エイズ対策は、保健分野だけの問題ではなく、社会・政治・文化・経済・人権全ての分野  

に関わる重要課題であり、全世界で一丸となって対応すべき問題とされている。エイズに関  

する研究を推進することは、国内のみならず、我が国よりも更に深刻な状況に直面している  

開発途上国に対する支援にも結びつくものであり、他の先進諸国とも共同しながら、当該事  

業を積極的に推進する必要がある。  

【肝炎等克服緊急対策研究】   

肝硬変を含めた治療のガイドラインが作成され、ペプチドワクチンを用いた新たな治療法  

が開発され、培養細胞におけるC型肝炎ウイルスの増殖系が開発され、また、ヒト肝細胞キ  

メラマウスを用いた感染病態の把握がなされつつあり、感染機構の解明に向けた十分な成果  

が得られている。さらに、インターフェロン治療導入の妨げとなっている要因探求に取り組  
んでおり、その要因に対する対策を推進することで、治療促進が期待される。今後も「肝炎  

研究7カ年戦略」（平成20年6月）を踏まえ、一層の研究推進が必要である。  

4．参考（概要図）  

新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業  

1
．
一
般
公
募
型
 
 

7，厳重／インフルユングへのガ応に辟する研究   

人類のほとんどの者が免疫を持たない新型インフルエンザは、WHOのフェーズ皇室言を受け、現在、全世界で  
対策が進められている。日本においては、5月16日に初の国内発生を認め、一部地域での感染拡大が認められた  
が、種々の対策を講じ、国内産染着の増加は一時落ちつきをみせている。しかし、今後想定される第三波・第三波  
の対応に向けての準備や、高病原性鳥インフルエンザ（H5Nl）から新型インフルエンザが発生する蓋然性が未だ  
低下していないことから、これらに対する研究はますますその重要性を増している。  

0新型インフルエンザのリスク評価及び大流行に関する事前準備と緊急対応に関する研究  

○各種施策介入のシミュレーションモデルの開発等の疫学研究及び社会学的研究  

○様々な政策（検疫、サーベイランスなど）の有効性の評価に係る研究（各国が講じた施策との比較など）等  

2．感染症の顔たを   
β．国際鵬梁症ネットワークあ着用Lたガ   

．宥／二膠する既穿  

○アジア諸国を中心に見られる多剤耐性結核菌やデング熱  
等の感染症対策に資する研究  

○アジアの研究機関との連携におけるラボラトリーネットワー   
クの強化に関する研究  等  

虚対宥の，青嵐碧にノ野する蘇芳  

01類感染症りくイオテロに迅速に対応するための迅速診  
断法等の研究  

02012年までに排除を目指す麻疹（はしか）や、まん延国  
と定義される結核等に関する感染症対策の点検及び再構  
築を行うための研究  等  

2
．
指
定
研
究
 
 

7・鹿砦症対穿だかカl参考野草鱒   
0遇連な対応の基盤となる感染症卸先生動何に関する新たなサーベランスの研究   
0予防接種襟健康被害審査の効率似；関する研究   
○㌧新興・再興感染症研究事業の企画及び評価に関する研究  

2．超㈱委用いた厳重／インフルユングワクチンの願訝穿  
0組織培養ワクチンの開発に関する研究 
全国民分のインフルエンザワクチンを短期間で安定して製造できる体制を構築  
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肝炎等克服緊急対策研究事業  
「ウイルス性肝炎の治癒率上昇」  

「肝硬変・肝がんによる死亡者の減少」  
肝がんへと進  

戦略目標  

◎B型肝炎の臨床的治  0％→40％  ■B・C型肝炎ウイルスの持続感染者   

→全国で320～380万人  
■肝硬変・肝がんによる死亡者数   

→全国で年間約4万3千人  

◎C型肝炎難治例の  50％→70％  

◎非代償性肝硬  25％→50％（B型）  

25％→35％（C型）  

25％→40％   ◎進行肝がん  

肝
炎
研
究
7
カ
年
戦
略
 
 

肝炎キャリアの  

実態把握  
全国の肝炎ウイルス感染  

者の実態を解明し、検診・  
予防体制の評価を実施  

の開発  
明からの  

ヒトiPS細胞等  

た再生医療技術の  

炎治療法等の確立  

法を用いたウイルス側、宿  
肝疾患医療水準  

の均てん化を推進  
全国津々浦々で、最新  
の医療情報に基づく肝  
疾患診療を均等に享受  
できるよう全淘規模の肝  

の網羅的解析による治療効果予測  
ズムの作成を行い、またより治癒  

高く、副作用の少ない治療法・治療薬の関  
の研究を通して、ガイドラインの作成を推進  

な肝がんの診断・治療技術の開発  炎データーベースの構  

築を推進し、肝炎研究7  

カ年戦略の達成に資す  
る研究を実施  

肝がんの  診断マーカーや最新の画像機器を用いた超早期発見  
発し、肝硬変からの発がん予防を念頭においた治療（がん  

ワクチン、免疫細胞導入などの免疫酢舌療法等）の開発を推進  

肝炎研究7カ年戦略  
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＜Ⅳ．健康安全確保総合研究分野＞  

健康安全確保総合研究分野は、「地域医療基盤開発推進研究」、「労働安全衛生総合研究」、  
「食品医薬品等リスク分析研究」及び「健康安全・危機管理対策総合研究」の各事業から構  

成されている。   

食品医薬品等リスク分析研究事業は、「食品の安心・安全確保推進研究」、「医薬品・医  
療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究」及び「化学物質リスク研究」からなる。   

（10）地域医療基盤開発推進研究  

分野名   Ⅳ．健康安全確保総合研究   

事業名   地域医療基盤開発推進研究   

主管部局（課室）   医政局総務課   

運営体制   
医政局内、■総務課、政策医療課、指導課、医事課、看護課、歯科  
保健課、研究開発振興課と調整しつつ事業実施   

関連する「第3期科学技術基本計画」における理念と政策目標（大目標、中目標）  

理念   健康と安全を守る   

大目標   安全が誇りとなる国一世界一安全な国・日本を実現   

中目標   暮らしの安全確保   

1．事業の概要  
（1）第3期科学技術基本計画・分野別推進戦略との関係  

重要な研究開発課準   
・医療の安全の推進、医療の質の向上と信頼の確保に関する研究  

開発   

■2010年までに、医療安全に関する管理体制の充実に資する、医  

療の質の評価体系について案を示す。  

研究開発目標  ・2010年までにヒューマンエラーなどが発生しやすい部門や手技  

に対して、ヒュ一々ンセンタードデザインの視点で開発された  

IT機器の導入による影響を把握する。 

・2015年頃までに、医療の安全、質及び信頼の確保等を通じた、  

より質の高い効率的な医療サービスを提供する。  

成果目標  ・2015年頃までに、ヒューマンエラー等が発生しやすい部門や手  

技に対する、ヒューマンセンタードデザインの視点で開発され  

たIT機器の導入により、事故の未然防止を図る。   

戦略重点科学技術の  臨床研究・臨床への橋渡し研究   
該当部分  

・早期に実用化を狙うことができる研究成果、革新的診断・治療  
「研究顔発内容」のう ち 

、本事業との整合部分     、国で 
（2）研究推進や承認審査のための環境整備  

推進方策  
（3）安全の確保のためのライフサイエンスの推進  

（4）成果に関する国民理解の促進  

（5）医療におけるITの活用   

（2）社会還元加速プロジ工クトとの関係（該当部分）：該当なし  
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（3）健康長寿社会の実現との関係（該当部分）：該当なし   

（4）革新的技術戦略との関係（該当部分）：該当なし   

（5）科学技術外交との関係（該当部分）：該当なし   

（6）その他  

・低炭素社会の実現との関係：該当なし  

■科学技術による地域活性化戦略との関係：該当なし  

（7）事業の内容（新規・一部新規   

労働集約型サービスである医療サービスの分野は、人口の少子・高齢化において、医療  
ニーズの多様化・高度化に適切に対応するため、より一層の省力化と効率化した医療提供  

体制の構築と良質の医療サービスの提供、また、医学・医療技術や情報通信技術の進歩等  
を活用して、時代の要請に応じた効率的な医療システムを構築し、豊かで安心できる国民  
生活の実現が求められている。   

このため、良質な医療を合理的・効率的に提供する観点から、既存医療システム等の評  

価研究、医療安全体制確保に関する研究、根拠に基づく医療に関する研究、医療に対する  

信頼確保に係る研究を推進する。  

（8）平成22年度における主たる変更点   

平成22年度においては、「社会保障国民会議中間報告」、「安心と希望の医療確保ビジョ  

ン」、「周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会報告書」等で指摘され、地域医  

療の基盤が脅かされる要因となっている医師不足・萎縮医療等を解決するために、周産期・  

救急医療体制の充実、医師の勤務環境の改善、医療関係職種間の業務分担と協働、医療関  

係者の人材確保・育成及び在宅医療の推進等といった課題について重点的に研究を推進す  

る。特に内閣官房から平成21年3月に出された「厚生労働行政の在り方に関する懇談会最  

終報告」の中でも、厚生労働科学研究費の在り方に関して、「厚生労働省の調査研究分析機  

能を強化する。その中で、定期的な調査を含め行政課題に応じた実態調査や実証研究を実  

施・公表する」、「特に政策の立案を根拠（エビデンス）に基づくものに改める。」とあり、  

政策課題や目的等が明確であり、できるだけ早く施策に反映させる必要がある課題に対し  

ては、指定型研究として実施することとしている。このため、平成22年度より指定型研究  

を増やし、行政施策にスピード感をもって確実に反映させていくこととする。  

（9）他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担：特になし   

（10）予算額（単位：百万円）  

H18   H19   H20   H21   H22（概算要求）   

1，317   915   839   734   未定   

（11）平成20年度に終了した研究課題で得られた成果   

医療を効率的に提供するための医療システムの構築、医療安全体制の確保を進めるための基  

盤研究、医療提供休制の基礎となる技術の開発等を重点的に実施し、その研究成果を医療  
政策に反映することができた。  

2．評価結果  

（1）研究事業の必要性  

安全で良質な医療を受けることはすべての国民の希望であり、その提供は国の重大な責務  
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である。医療技術の高度化が進む中、適切な情報収集と提供、先端医療技術の評価等が国民  
から求められており、このような研究の進展は社会的なインパクトが極めて大きく、研究を  
進める意義は大きい。   

なお、本研究事業と密接な関係を持つ医療提供体制の改革については、第169回通常国会  

において、福田総理より「5つの安心プラン」の中で重要施策として示されるとともに、経  

済財政諮問会議において、「経済財政改革の基本方針2009」（平成21年6月）として方針が  

示されたところである。  

（2）研究事業の効率性   

本研究事業については、事前評価、中間評価及び事後評価を実施し、計画性があり、より  

政策目的に合致した課題の選定や成果を出せる研究であるかどうかの評価などを行うこと  

により、事業の効率性を確保している。   

また、医療体制の整備においては非常に多くの政策課題があるものの、限られた予算の中  
で最大限の効果を得る必要があることから、特に優先的に対応すべき重点課題を定め、政策  
課題や目的等が明確でありできるだけ早く施策に反映させる必要がある課題に対しては、指  

定型研究として実施するなど効率性を高めて実施している。  

（3）研究事業の有効性   

これまでも、医療に対する国民のニーズに応えるべく、必要な施策のために、救急医療、  

医療連携、人材育成に資する研究事業を推進してきた。現在、医師不足や医師の偏在が問題  
となっており、医療関連職種の更なる連携、役割分担が必要とされ、医療安全に関連する問  
題の分析・改善も必要とされている。死亡数が2040年には166万人に急増すると推計され  

ている中、医師不足問題、医療関連職種の連携や在宅医療の推進など人・モノ・財源を有効  
活用することに資するシステム作りのための研究を推進することで有限な医療資源を効率  

的に使用することができ、また、医療事故の発生に伴う医療訴訟が、年間1000件ほどある  

が、医療安全確保の研究や医療システム構築に係る研究の進展等によって、医療の質が向上  
し医療事故の発生が減少すれば、医療事故によって死亡する等の患者が減少し、極めて大き  

な効果を国民が享受することが期待される（米国のデータによると有効性の高い電子システ  

ムの開発・導入によって重篤な薬剤事故の50％以上が削減可能であり、大幅な医療費の削減  

に繋がる可能性が示唆される）。時代背景にあった良質な医療供給体制の整備に資する研究  

事業を行うことで、厚生労働省が最重要視すべきセーフティーネットの柱である医療 

が改善され、国民が安心と希望を持てる社会の形成に貢献するものである。  

（4）その他：特になし   

3．総合評価   

地域医療基盤開発推進研究事業の成果は、今後の制度設計に資する基礎資料の収集・分析  

（医療安全、救急医療）、良質な医療提供を堆進する具体的なマニュアルや基準の作成（E  

BM、医療安全、医療情報技術、看護技術）などを通じて、着実に医療政策に反映されてい  

る。良質な医療提供体制の整備については、既存の医療体制の評価研究や新たな課題（医療  
安全等）の解決を図る研究などを推進する本研究の充実は不可欠である。今後は特に、妊婦  
の救急受入困難事案や医師不足問題など、国民の意識・関心の高い分野に関して、第3期科  
学技術基本計画に基づいて政策課題対応型の研究を重点的に推進する必要がある。  
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4．参考（概要図）  

地域‘担住民嬰期待は・∵  
・もっとわかりやすく地域の医療情報を知りたい  
・身近で出産したい  
・夜間や休日に身近な場所での医療が不安  
・医療機器が無いために医療をうけられなくなるのか不安  
・本当は自宅で最期を迎えたい。  

施設中心から日常生活の場  

に医療が拡大している  

医療に対する国民の期待  

（国民の求める医療の姿）  

・子供から高齢者までの生命・健康のセーフティーネットを  
確保（救急医療、広域搬送等の連携構築）  
○少子化等の社会†竃勢を托まえた効率的な小児救急システムの構築  

・地域・在宅医療の基盤整備と医療へのアクセス確保  

・地域医療での活躍が期待される人材の育成・確保  
011技術の活用等による在宅医療支援や医療機関間のネットワクによる  
遠隔医療技術の開発  

・医療現場の安全確保  
・医療情報のセキュリティの確保  
・院内感染対策  

国民が安心して委ねるこ  

（11）労働安全衛生総合研究  

野名   Ⅳ．健康安全確保総合研究   

業名   労働安全衛生総合研究   

管部局（課室）   労働基準局安全衛生部計画課   

営体制   労働基準局安全衛生部計画課の単独運営   

関連する「第3期科学技術基本計画」における理念と政策目標（大目標、中目標）  

健康と安全を守る   

標   安全が誇りとなる国   

標   暮らしの安全確保   

1．事業の概要  
（1）第3期科学技術基本計画・分野別推進戦略との関係  

・医薬品・  

な研究開発課題  価等の研  

こころの   

・2010年ま  

係る技術  

開発目標  
災害を防  

・2010年ま  

の検討に  

防・減少   

医療機器、組換え微生物、生活・労働環境のリスク評  
究開発  

発達と意思伝達機構並びにそれらの障害の解明  

でに、労働者及び労働者の実態調査や労働安全衛生に  

の検討により、新たな知見である、職場における労働  
止・減少するために必要な技術を明らかにする。  

でに、労働者の実態調査や地域保健との連携のあり方  

より、労働者の職場におけるメンタルヘルス不調の予  

を図るための有効な手段を見いだす。  
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2015年頃までに、事業場における安全衛生水準を向上し、安全  

と健康が確保された労働環境を形成する。  
2015年頃までに、職場におけるメンタルヘルス不調の予防・減  

少を図るための有効な手法を開発する。  

成果目標  

戦略重点科学技術の該  

当部分  

「研究開発内容」のう  

ち、本事業との整合部分  

推進方策  

（2）社会還元加速プロジェクトとの関係（該当部分）：該当なし   

（3）健康長寿社会の実現との関係（該当部分）‥該当なし   

（4）革新的技術戦略との関係（該当部分）：該当なし   

（5）科学技術外交との関係（該当部分）＝該当なし   

（6）その他  

・低炭素社会の実現：該当なし  

・科学技術による地域活性化戦略：該当なし  

（7）事業の内容（新規・一部新規   

労働安全衛生総合研究事業は、職場における労働者の安全と健康の確保、快適な職場環  
境の形成等を図ることを目的として調査研究を実施している。   

平成20年度から24年度は、国が定めた第11次労働災害防止計画の計画期間であり、同  
計画において、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を増加させること、作  

業環境管理の徹底等により職業性疾病を減少させること、重篤な災害が発生している機械  
の種類ごとの安全対策を充実させることなどを重点対策としている。   

このような対策を推進するためには、調査研究により最新の科学的知見を得て、その結  
果を基に計画的に対策を推進することが必要である。   

このため、平成22年度は、新たに以下の研究を実施することとしている。  

・新たな精神疾患羅患労働者に対するメンタルヘルスのあり方に関する研究  

・じん肺健康診断等におけるデジタル画像の標準化並びにモニター診断及び比較読影方法   

の確立に関する研究  

・ナノマテリアルの簡易測定方法、ばく露防止対策等に関する研究  

・医療従事者に係る被ばく低減化の研究  

・振動測定に関する研究  

・医師等が健康診断結果に基づき実施する意見聴取の際に配慮すべき事項についての調査   

研究  

・機械設備のライフサイクルを加味したリスクアセスメント等のあり方に関する研究  

tlT機器から得られる情報の活用とそれによる労働災害リスク低減に関する研究  
・石綿含有建築物解体工事の飛散防止措置効果の連続的確認における測定手法に関する調   

査研究  

（8）平成22年度における主たる変更点：特になし  
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（9）他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担  

労働災害防止や職業生疾病予防に関する関連事業はない。  

（10）予算額（単位：百万円）  

H18   H19   H20   H21   H22（概算要求）   

254   203   163   142   未定   

（11）平成20年度に終了した研究課題で得られた成果   

平成20年度に終了した研究については、安全衛生行政施策や事業場における安全衛生活  

動に活用されており、事業目的である「職場における労働者の安全及び健康の確保並びに  

快適な職場の形成」に大きく寄与している。  

・石綿含有製品製造等の禁止が例外的に猶予されているガスケット（薄板上のパッキング）   

に関し、高温ガスケット密封性能試験方法を開発し、当該試験法に係る団体規格及び関   
連JIS規格の新規制定に関与するなど、非石綿化ガスケットへの代替化促進に寄与し   
ている。  

一労働者の自殺対策に関する教育啓発等のツールを作成し、近く一般に公開予定であり、   

事業場における自殺予防に広く活用されることが期待される。  

・数百に及ぶ実際の石綿暴露に関する相談事例を基に、石綿リスクコミュニケーション・   

マニュアル（Q＆A）を作成し、今後、事業場、石綿暴露に関する相談機関等において   

活用されることが期待される。  

・現行の「石綿濃度測定」では、石綿の飛散状況のサンプリングから分析結果を得るまで   

に時間がかかり、′状況把握やその対策が遅れることが懸念されるため、リアルタイムで   

石綿飛散状況を計測することができる機器の性能要件及び制度管理手法についての研究   

成果の活用が期待される。  

2．評価結果  

（り研究事業の必要性   

新たな技術の開発、新たな物質の出現、労働災害防止技術の進歩、労働環境の変化など、  

労働者の安全と健康を取り巻く状況は刻々と変化しており、労働者の命と健康を守るために  

は、その変化に対応し、常に最新の科学的知見に基づいて必要な規制や予防のための取組を  

続けていかなければならない。   

最新の科学的知見を得るためには、本研究事業において国の重要政策に関わる調査研究を  

継続的に行うことが必要不可欠であり、これによって得られた知見が政策に反映されること  

により、労働者の安全と健康の確保を図ることが可能となることから、本研究事業の必要性  

は極めて高い。  

（2）研究事業の効率性   

本研究事業については、事前評価、中間評価及び事後評価を実施し、計画性があり政策目  
的に合致した課題の選定、評価を行っており、事業の効率性を確保している。   

また、労働安全衛生においては依然として非常に多くの政策課題があるものの、限られた  

予算の中で最大限の効果を得る必要があることから、特に優先的に対応すべき重点課題を定  

め、課題の採択、研究費の配分においても、重点課題に直結した成果を出せる研究となるよ  
う必要額を精査しており、効率性は高い。  

（3）研究事業の有効性   

本研究事業において実施されている調査研究は国の施策と密接に関わっており、その成果  

は有効に活用されている。平成20年度の例でいえば、石綿含有製品製造禁止等が例外的に  

猶予されているガスケットに閲し高温密封試験法を開発したほか、労働者の自殺対策に関す  

る教育啓発等のツールを作成する等、行政施策に必要とされる重要成果をあげており、有効  
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（4）その他：特になし   

3．総合評価   

労働災害の被災者数は未だに年間55万人におよぴ、1，200人以上が亡くなっている状況  

にあり、労働者の安全と健康の確保は国民的課題の一つになっている。こうした中で、労働  

安全衛生行政は、常に最新の科学的知見に基づき、必要かつ有効な規制を設けることで全国  

6千万人を超える労働者の安全と健康を確保しており、本研究事業は、行政が必要とする科  
学的知見の提供、具体的手法の開発等を担うなど、その推進に重要な成果をあげており、引  
き続き一層の推進が必要である。  

4．参考（概要図）  

労働・安全衛生麓合研究事業  

ー 労働者の安全と健康を守り、労働災害を減らすために －  

第日次労働災害防止計画  労働安全衛生総合研究事業   
丁つの重点研究分野   

⑧遇1労■lこよろ■■■書防止柑を捉書させ  
るた●の研寛  

媚⑧メンタルヘルス封書を¢遺させるた●の研究   
→義たな11沖さ■徽点労●事に封ナる  
メンタルヘルスのあり万に■する研乗  

場（妻）■■健脚予榊薫を躍1するための研究   
→（樽是研究）じん麟■■■書讐におけるデジタル育■の書攣化  

並びにモニター■■及び比サ■世方法の■正に欄する研来   

→ナノマテリアル1碁■左方浸．ぱく■防止村井讐に■丁る研寛   

→丘撫ギ事書に■るtぱく桝化の研た（■■放射■）   

→■■■宝lコ押する研た   

→■■讐が■∫■■■tに暮づ圭東鶉する義憤サ  

の■lコ妃■すべき事礪についての■董研究  

増④リスクアセスメント尊に■ナる研寛   
一◆■■p■のライフサイクル電加■した   
リスクアセスメント讐のあり方に舛する闘   

→汀書■から得られる惰■の溝用とモれによる欝●災書リスク暮＃  
に■する研舞  

｝つの目標  

l労●異音による死亡者数20％減  

Il労働異音による死傷者数15％濃  

‖労働者のヰ鷹確保対策を推進し．   
定期ヰ診時の有所見事の減少  

重点対策  

l過王労働lこたるヰす陣書防止対箕  

2 メンタルヘルス対策  

3 職♯性疾病等の予防対賃  

4 リスクアセスメントの実施等の   
邑主的な安全衛生活動の推進  

5 石線l一書予防対策  

6 化学物茸管理対策  

丁 労■者の心身の特性．   

就業形簾尊に応じた安全衛生対策  

糟⑥石■による■■■書の事隋讐に★する研寛   
→石ヰ古書■■甘書体＝事の胃■防止■t曲集の紳力柵■  
における■宝事法にヰする■暮嘲粥  

⑥亨紡¶■に暮づく包持場な化事場榊■   
憎の★♯に■丁る研舞  

⑦芳書書のふ書の輔性．t蠣形暮讐に応じ  

（12）食品医薬品等リスク分析研究  

食品の安心・安全確保推進研究  

分野名   Ⅳ．健康安全確保総合研究   

事業名   食品の安心・安全確保推進研究   

主管部局（課室）   食品安全部企画情報課   

運営体制   食品安全部企画情報課の単独運営   

関連する「第3期科学技術基本計画」における理念と政策目標（大目標、中目標）  
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理念   健康と安全を守る   

大目標   安全が誇りとなる国   

中目標   暮らしの安全確保   

1．事業の概要  

（1）第3期科学技術基本計画・分野別推進戦略との関係  

重要な研究開発課題   
食料・食品の安全と消費者の信頼の確保に関する研究開発   

・2010年までに、と畜場等におけるBSE検査用高感度・迅速検査  

法、食料・食品中に存在する食中毒菌等の迅速一斉検査法等を  

実用化する。  

■2010年までに、食品等の安全性を科学的に確保するため、遺伝  

研究開発目標  
子組換え食品の意図せざる新規代謝物質等の発現等を検証す  

る手法を確立する。  

・2010年までに、食品の安全に関するリスクコミュニケーション  

手法を確立する。  

・2015年頃までに、科学をベースにした透明性・信頼性の高い、  

食料・食品の安全性に関するリスク評価手法を確立する。   

成果目標   
・2015年頃までに、食品供給行程（フードチェーン）全般につい  

て、リスク分析に基づく食料・食品の安全確保を実現する。   

戦略重点科学技術の   ④振興・再興感染症克服科学技術   
該当部分   ⑤国際競争力を向上させる安全な食料の生産・供給科学技術   

・我が国及びアジア地域にとってリスクの高い、振興・再興感染  

「研究開発内容」のう     症、動物由来感染症の予防一診断・治療の研究   

ち、本事業との整合部分  ・食品供給行程（フードチェーン）全般におけるリスク分析に資  

する研究開発   

推進方策   （3）安全確保のためのライフサイエンスの推進   

（2）社会還元加速プロジ与ぇ上との関係（該当部分）‥該当なし   

（3）健康長寿社会の実現との関係（該当部分）：該当なし   

（4）革新的技術戦略との関係（該当部分）：該当なし   

（5）科学技術外室との関係（該当部分）：該当なし   

（6）その他  

・低炭素社会の実現との関係：該当なし  

・科学技術による地域活性化戦略との関係：該当なし  

（7）事業の内容（新規・一部新規   

厚生労働省では、中国産冷凍ギョーザ、事故米、メラミンなど、食品の安全を脅かす様々  

な問題に対し、平成18年度のポジティブリスト制度の施行（食品衛生法）などにより、安  

心・安全な社会の構築を実現するため種々の施策を講じているところであり、それらの科  

学的根拠を、本研究等の活用により構築する。  

（8）平成22年度における主たる変更点：特になし  
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（9）他府省及び厚生労働省内での関連事業との役割分担   

平成15年の食品安全基本法の制定により、当省はリスク管理について担当しており、そ  

の科学的根拠の研究をしている。なお、農林水産省と食品安全委員会と定期的に局長級、  

課長級、補佐級で協議を行っている。  

（10）予算額（単位：百万円）  

H18   H19   H20   H21   H22（概算要求）   

1，448   1，491   1，752   1，531   未定   

（‖）平成20年度に終了した研究課題で得られた成果  

BSEの検査用好感度の検査技術においては、偽陽性が陽性の約10倍であった従来の検査  

方法に対して、4～16倍の感度を持つ検査法を開発できた。  

モダン／くイオテクノロジーについて、遺伝子組み換え食品の安全性情報の収集整理を行  

うとともに、ポストゲノム手法の導入に向けた研究を行った。  

既存添加物は418品目あるが、含有成分の基礎情報が不足している酸化防止剤、苦味料、  

増粘安定剤、ガムベースに重点を置き、規格設定に寄与した。  
アレルギー物質の検査法開発に関する研究では、今年度新たに表示義務化したエビ・カ  
ニのELISA法、PCR法の開発等を行った。  

薬剤耐性食中毒菌では、ヒト由来、鶏肉由来、牛由来、ペット由来のものについて、耐  
性菌の出現率等の状況を把握した。  

国際協調のあり方に関する研究では、食品の国際規格であるCODEX委員会への対応の体  
制構築の基礎となる成果が得られた。  

2．評価結果  

（1）研究事業の必要性   

食品の安心・安全確保については、第3期科学技術基本計画にも位置づけられているほか、  

偽装表示や輸入食品など国民の関心の極めて高い分野であり、今後、国民の意識はさらに向  
上すると考えられることから、引き続き食品の安心・安全確保の根拠となる研究を、様々な  
角度から推進していく必要があり、本研究事業の実施により、食品供給行程（フードチェー  
ン）全般について、リスク分析に基づく食料・食品の安全確保を図るための科学的根拠を作  

成・収集することにより、食品による健康被害事例を提言させるために必要な経費である。  

（2）研究事業の効率性   

BSE対策、モダンバイオテクノロジー、アレルギーなどの国民の関心の高い研究に加え、  
既存添加物など国民生活に影響の大きい研究を同時に実施するなど、食の安心・安全を推進  
するために効率的に研究事尭を行った。  

（3）研究事業の有効性   

国民に関心が高い研究に加え、国民生活に影響の大きい研究を実施することにより、国民  
の食に対する安心・安全に資する。  

（4）その他   

食の安全については、科学的な根拠をこれまでも第3期科学技術基本計画等により推進し  

てきたが、一昨年度より、食の安心についても行政に強く求められている。このため、特に  

リスコミ等の充実を国民の視点、バイオテクノロジー推進の観点の双方からも求められてお  

り、この充実は喫緊の課題である。  
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3．総合評価   

食品の安心・安全確保については、第3期科学技術基本計画にも位置づけられているほか、  

偽装表示や輸入食品など、国民の関心の極めて高い分野であるが、本事業を推進することで、  

行政が種々の施策を実施してゆく上での根拠となるデータを作成・収集することが可能とな  

り、ひいては国民の食生活の安心・安全に繋がっていくものである。  

4．参考（概要図）  

一触零鮎池亀モー珊真髄章壱ぎ畠軍曹昆駄  

○昨今、食品安全を脅かす様々な問鴇（例・中国産冷凍ギョーザ、BSE、いわゆる健康食晶による健康被害）の発生や木■ソテけり朴制度の導入などにより、国民の  

r食Jに対する関心が高い。  

○また、食の安全は「経済財政改革の基本方針（骨太方針200射Jや「第1期科学技術基本計画分野別推進戦略（艶時重点分野に指定）Jで音及されているところであ  
り、さらに、日本学儒会誌でもレギュラトリーサイエンスについて検討を開始するなど、「食」の安全については政府全体として取り組むべき施策となっている。  

対象二○セ別物賢＝添加物、汚染物買、化学物乳残留農薬、微生物、BSE、健康食品、モダン′くイオテクノロジー応用食品、器具・容器包眉、おもちゃ等  
○その他：リスクコミュニケーション 等   

①危害要因のリスク解明・管理体制の高度化  
一研究成果例－  
＜BSEに関する研究＞  
○若齢例や非定型例の発見、従来感染性がないとされていた牛の兼檎神経  
からの異常プリオンタンパク検出等世界的にも新たな発見  

＜担子房類中の有言物質の評価に関する研究＞  
○アガリクス茸を含有する特定の健康食品中から、有害物貫と考えられてい  
るアガリテンを検出。  

＜食中毒陸の薬剤l尉性に関する疫学的・遺伝学的研究＞  
○食中毒頑として重要なサルモネラ及びカンビロ／くクターの多剤耐性化の実  

態を明らかにした。  

＜既存添加物の安全性関する研究＞  

○既存添加物のうち慢性毒性、発がん性に関する安全性評価が必要なもの  

0危機削維  ■           を優先的に実施。 ⇒食品健康被害の未然防止やリスク管理措置等に寄与  

③研究成果の国際社会への貢献等  
一研究成果例一  
＜熱媒体の人体影響とその治療法に関する研究＞  

0血中ダイオキシン類忘度の働蔓定量法の開発により、世界的にも注目されて   

いるダイオキシン類と様々な臨床症状との関連を明らかにすることが可能に   
なった。  

＜国際貢献＞  

OBSEの国際基準を策定する国際獣疫事務局（0肥）へデータが提供された。  
○国際食品規格委員会において米のカドミウムの暫定週間耐容摂取量および   
食品中の国際基葦が本研究事業のデータを基に改定された。  
＋国際社会をリードするとともに、国際貢献推進に寄与  

（訃検査機器等の開発研究  
一研究成果例－   
＜BSEに関する研究＞   
0日本発のBSE迅速検査キッド憬LISABSEKll（富士レビオ株式会社）’   
に応用   

＜バイオテクノロジー応用食品の安全性確保に関する研究＞   
○遺伝子租換え食品（BtlO、Btr】亡e）の定性検査法による公定法の開発  

＜ウシ由来腸管出血性大腸菌0157の食品汚染制御に関する研究＞   
○菌株の毒素型及び毒素産生を！十る遺伝学的検査法を陣立  

二〉食品安全確保・経済効果・知的財産の保有等に寄与  

社会的問題  

食中毒等  リスクコミュニケーションの  
不足  輸入食品等に起因する食中毒  

や食品テロの脅威の増大  

ノロウイルス、動物由黒感染症  
等による食中書の増加  

相次ぐ食品季件  

食品中に含まれるダイオキ  
シン類による健康横言  

食品の安全に対する不安の増大  

主な研究課題  

遺伝子改変による新規タンパク貫等  
の安全性研究  

信頼性の高い検知法・分析法の開発  

新たな危害要因や添加物等に関する  
科学的知見の整備  

乳幼児、妊婦等リスクへの感受性が  

と畜場における高感度・迅速検査法  
の開発  

感染・発症機構の解明  
部位別リスクの定量的評価手法の開  
発  

輸入食品における食中毒菌等の  
効率的なサーベイランス体制や迅  
速一斉検査法等の開発   

ノロウィルス、動物由来感染症等  
によるリスク研究や対応方法の  

効果的なリスクコミュニ  
ケーション方法の確立   

食品中に含まれるダイ  
オキシン類による健康  
被害に対する効果的な  
治療法の開発  

高い着への対応の検討  
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